
� 申告及び処理の状況

区 分
課 税 価 格 納 付 税 額

被相続人の数
相続人の数 金 額 相続人の数 金 額

本 年 分
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�

申 告 額

修正申告による増差額

更正による増差額

更正等による減差額

決 定 額

計

人 千円 人 千円 人

２０，２４５ １，５６７，８４０，３９２ １７，２８１ １５９，７１４，４５９ ６，６５４

３７５ ５，５４８，８８７ ７１１ １，３１５，３９２ ２９０

２ １８４，９０９ ２ ６６，８０１ ２

２０５ △ ３，０２６，５２４ ３４６ △ ８４９，４２４ １４８

－ － － － －

実 ２０，２２０ １，５７０，５４７，６６４ 実 １７，２６６ １６０，２４７，２２８ ※実 ６，６５４

過 年 分
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申 告 額

修正申告による増差額

更正による増差額

更正等による減差額

決 定 額

計

２３１ １０，７７１，２１５ ２０１ ３，１０１，８２０ １１１

２，８６７ ４６，７５３，１４０ ４，４９９ １２，０５５，１８７ １，６０５

７６ ９５０，５６８ ９１ ３９７，００２ ４０

１，３２４ △２０，７２５，２０２ １，７７８ △ ６，１９８，３１４ ７３７

１６ ４７３，５５９ １６ ９６，３６５ ８

実 １８３ ３８，２２３，２８０ 実 ２５９ ９，４５２，０６０ 実 １１２

合 計
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申 告 額

修正申告による増差額

更正による増差額

更正等による減差額

決 定 額

計

２０，４７６ １，５７８，６１１，６０７ １７，４８２ １６２，８１６，２７８ ６，７６５

３，２４２ ５２，３０２，０２７ ５，２１０ １３，３７０，５７９ １，８９５

７８ １，１３５，４７７ ９３ ４６３，８０２ ４２

１，５２９ △２３，７５１，７２６ ２，１２４ △ ７，０４７，７３７ ８８５

１６ ４７３，５５９ １６ ９６，３６５ ８

実 ２０，４０３ １，６０８，７７０，９４４ 実 １７，５２５ １６９，６９９，２８８ 実 ６，７６６

調査対象等：「本年分」は、平成１５年中に相続が開始した被相続人から、相続、遺贈又は相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した者
について、平成１６年１０月３１日までの申告又は処理（更正、決定等）による課税事績を、「申告書、決議書等」に基づいて作成した。
「過年分」は、平成１４年中に相続又は遺贈により財産を取得した者について、平成１５年１１月１日から平成１６年６月３０日までの間
の申告又は処理（更正、決定等）による課税事績を、平成１３年以前に相続又は遺贈により財産を取得した者について、平成１５年
７月１日から平成１６年６月３０日までの間の申告又は処理（更正、決定等）による課税事績を、「申告書、決議書等」に基づいて作
成した。

（注） １ 「相続人の数」及び「被相続人の数」欄の「実」は、実人員を示す。
２ 増（減）差額の区分は差引税額（納税猶予前）の増減により判定している。

５ 相 続 税
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